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平成21年7月29日   

厚生科学審議会科学技術部会ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針の見直  

しに関する専門委員金紋置要綱（案）  

（ヒト怜帥泡をj肌、ろ帽．り村井′先にけけノ〕冊叶山仙‘】二しにl某＝‾ノ川二l‖は＝k決定）  

1．＝的  

ヒト幹細胞与川いろ臨は研′先山．i蜘1ノ∴号施窪川杓として、ヤ戌1日隼7＝に「ヒ   

目性細胞パ斗肌、引紬畑甘粕こ関守て）指針」せ策定した∵肝針山公召使、二か王でに  

l軋凄け∴一川圧k心シー子」一川lノ〕上土‡，に、抑た／〔抑制＝」逗才掃ド／叫l槻べJ、既存山幹細胞直   

前臨休耕′私両港眠が現∴沸けニヒ／いノ、り：′I丑トノ；ご：私議二津け才如ト」‾郁∴に「ヒト仲卸   

胞／を川い引臨昧川究に聞け1指針山几直しに性H‾ろ中門姜＝余．j キ．；‾－とr．りけろ  

ご．純一＝」里＝   

＝）改l巨′昔が子」二わかた！廿係〟∴寸土れ一幣合作   

（コ）ヒトノ州′＝咋細り泡′こ・ト川臨斥沫1二‘死にj■j＝‾ろ取り叛い   

（：．i）そ山仙  

：▼！．組織笥   

（1）刑‖はLlニこ山をLL■とは別紙山ヒ〕‾Jりセ十ノ〕ノ上り、甘円山車用に／穴、て椀．＝を  

子」■■うた扉）、′ど、■牡がふろときけ姜＝余山斗に－フー→キーンゾケ′卜一‾ノを頂くことがぺき  

／．）   

（コ）をL・1出てL、Jソニ′け＝用渦流刊乍㍑彿鮎嵩姐昭‖州（、自戒 ▲ 了．牛．JJLll榊一、i‥：  

才如卜州；ニ：1－くり÷定）弟：．i粂に従い、をL，lニミをLlルいかiニバーチ蓼；ニこ1・÷′ト旧名す1   

（：i）飢．11÷に■れ故力り行ろ七きけ、を＝会友γル了＝ノかいiJl、ノかじ〝）飢．11÷′何日†．  

したそ，山がそ山職務を子」二う  

⊥麦＝余山運判■笥   

（l）州Ilほ里奈け委汀品川〃かりL  ろ豆、灘議阜咤、姐こ応じ、油、∫1セ．認めろ〃  

．哉ポー笥を参考人として招致すノ〕ニとができろ   

（2）l、軒廿を＝会ぃ奈．議及び議一j〔録はノ眉目とLて公開とサろ、ただし、公聞す1こ  

とに上り、個人情報叫某護に支障を及ばすおそれがあ亮場合、圭たは如l（」賄ノた椎  

が不、11にイ・支′．ii：されノ〇おそれがあろ」ま立合には、委＝1÷は、会．誠を非公開とすろこと  

ができろ。   

（：j）委＝kけ、会議におりろ軟け両雄持リノため、再川たり＼山退場を命ザろなどゼ・ど  

な招閏せとろことができろ   



5．専門委員会〝）庶務  

専門委員会の庶務は、医政局研究開発振興課において総括し、及び処理する。  

6．その他  

この設躍要割に定めるもののほか、専門委貝会及びワーキンググループの運営等   

に関し必要な事項は、委員長が定める。   




